みやき町農業委員会委員候補者募集要項

１ 募集人数　　　２４名
　　　　　　　　
２ 任　　期　　　令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで（３年間）

３ 身　　分　　　みやき町の非常勤の特別職員

４ 職務内容
〇　農地の権利移動の許可、農地利用集積計画の決定、農地転用許可にあたっての具申すべき意見決定などを農業委員会総会（毎月１回開催）に出席し審議します。
〇　農地の権利移動や農地以外の利用（転用）等に際し、現地の確認や関係者への意見聴取等を行います。
〇　農地利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消）を推進のための協議、最適化に向けた活動を行います。
〇　地域計画（将来の地域農業の計画）を進めるための農地の所有者・耕作者等の意向把握及び関連する活動を行います。
〇　その他農業に関する調査及び情報提供並びに研修会等への参加を行います。

５ 委員報酬
みやき町が規定する報酬額を支給します。

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格
農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する職務を適切に行うことができる方で、次の要件を満たす方
・町内に住所のある方（業務に支障がなければ町外に住所がある方でも可能です。）
・推薦及び応募する日において、満２０歳以上の方
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
　　①　破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方
　　②　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
③　みやき町暴力団排除条例に規定する暴力団員等
④　みやき町職員
７ 推薦及び応募に係る手続き等
推薦・応募の届出書に必要事項を記載し、添付書類を添えて、持参または郵送により、みやき町農業委員会事務局（みやき町三根庁舎）まで提出してください。
（メールやFAXでの提出は不可です。） 

　≪注意事項≫
①　推薦・応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。
　②　推薦又は応募に係る経費は、全て推薦者又は応募者の負担となります。
　③　届出書に記入された内容確認を行うため、必要に応じて関係機関に確認します。

（１）提出書類
	　　　　　推薦・応募の区分

提出書類
	農業者等の推薦
（一般推薦）
(３人以上の連名)
	農業団体等の推薦
（法人・団体）
	個人での応募

	委員候補者推薦届出書
（一般推薦）（様式第１号）
	○
	
	　

	委員候補者推薦届出書
（団体推薦）（様式第２号）
	　
	○
	

	委員候補者応募届出書
（様式第３号）
	
	
	○


※　推薦を受ける者または応募する者がみやき町外に住所を有する場合は、住民票抄本
（本籍地記載分）を添付し提出して下さい。

（２）受付期間
令和８年１月９日（金）から令和８年２月５日（木）まで
・  持参する場合　　役場開庁日の８時３０分から１７時１５分まで
   　・  郵送の場合      　令和８年２月５日消印有効


８ 情報の公表
募集期間の中間および終了後において，推薦届出書及び応募届出書に記載された下記の事項（住所、生年月日及び連絡先電話番号を除く）は、みやき町ホームページで公表します。
（１）推薦をする者（個人の場合）の氏名，職業，年齢及び性別
（２）推薦をする者（法人又は団体の場合）の名称，目的，代表者又は管理人の氏名，構成員の数及び構成員たる資格・要件
（３）推薦を受ける者又は応募する者の氏名，職業，年齢，性別，経歴及び農業経営の状況
（４）推薦又は応募の理由
（６）推薦を受ける者の数及びそのうちの認定農業者等（認定申請中の者を含む）等の数
（７）応募する者の数及びそのうちの認定農業者等（認定申請中の者を含む）等の数

９　選考方法
・　選考にあたっては、法令の規程に基づき、認定農業者等が過半数を占めるように選考するとともに、農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者が含まれるように選考します。また、委員の年齢、性別等に著しい偏りがないよう、青年・女性の登用推進を図るよう配慮します。
・ 　町長は、選考結果をもとに候補者を決定し、議会の同意を得た上で、農業委員として任命します。

10　　提出・問い合わせ先
〒８４０－１１０４　みやき町大字市武１３８１
みやき町農業委員会事務局宛
電話　０９４２―９６―５５３６
